
 

 

 
 

 

マーケット・ニュートラル 

追加型投信／海外／株式／特殊型（ロング・ショート型） 

投資信託説明書（交付目論見書） 

（訂正事項分） 

2011 年５月９日 

 

本紙は、「マーケット・ニュートラル」の投資信託説明書（交付目論見書（2010.12.22））の訂

正事項を記載したものです。ご投資家の皆様におかれましては、お手数ではございますが、同

投資信託説明書（交付目論見書）の該当部分を本紙に従い読み替えていただきますようお願い

申し上げます。 

 

この投資信託説明書（交付目論見書）により行う「マーケット・ニュートラル」の募集につい

ては、委託会社は、金融商品取引法第５条の規定により有価証券届出書を平成 22 年 12 月 21

日に関東財務局長に提出しており、平成 22 年 12 月 22 日にその効力が生じています。また、

同法第７条の規定により有価証券届出書の訂正届出書を平成 23 年３月 31 日および平成 23 年

５月９日に関東財務局長に提出しております。 

・ ファンドに関する金融商品取引法第 15 条第３項に規定する投資信託説明書（請求目論見

書）は委託会社のインターネットホームページで閲覧、ダウンロードすることができます。

また、本書には、約款の重要な部分が含まれていますが、約款の全文は請求目論見書に掲

載されております。 

・ 請求目論見書については、販売会社にご請求いただければ当該販売会社を通じて交付いた

します。なお、販売会社に請求目論見書を請求された場合は、その旨をご自身で記録して

おくようにしてください。 

・ ファンドの内容に関して重大な変更を行う場合には、投資信託及び投資法人に関する法律

に基づき事前に投資者の意向を確認いたします。 

・ 投資信託の財産は、信託法に基づき受託会社において分別管理されています。 

 

 

＜照会先＞ ユナイテッド投信投資顧問 

インターネットホームページ：http://www.unitedinv.co.jp/ 

お客様デスク：０３-５５４２-７１５０（受付時間：委託会社の営業日の午前９時～午後５時まで）

 

ご購入に際しては、本紙の内容を十分にお読みください。 

 



 

 

 

１．投資信託説明書（交付目論見書）の訂正理由 

「マーケット・ニュートラル」投資信託説明書（交付目論見書（2010.12.22））の記載事項

のうち訂正すべき事項が発生しましたので、これを訂正するものです。 

 

２．訂正の内容 

 下線部    は訂正後の内容を記載しております。 

 

 

手 続 ・ 手 数 料 等 

お 申 込 み メ モ                             

 

※繰上償還の予定について 

 当ファンドにつきましては、信託元本が著しく減少し、運用方針に沿った運用を継続するこ

とが困難な状況となっており、償還することが受益者にとって有利であると認められるため、

投資信託及び投資法人に関する法律に基づき平成 23 年 5 月 9 日現在の受益者の意向を確認す

る手続きを平成 23 年 5 月 9日から平成 23 年 6 月 13 日まで行います。 

 当該期間中に償還に反対された受益者の合計口数が平成 23 年 5 月 9 日現在のファンドの受

益権の総口数の２分の１を超えない場合、平成 23 年 8 月 19 日にファンドは繰上償還となりま

す。 

 

（前略） 

購入の申込期間 

平成 22 年 12 月 22 日から平成 23 年 12 月 20 日 

（期間終了前に有価証券届出書を提出することにより更新されます。 

※繰上償還が決定した場合、購入の申込期間は平成 23 年 6 月 13 日まで

となります。 

（中略） 

信 託 期 間 

無期限（平成 13 年 11 月 30 日設定） 

※繰上償還が決定した場合、信託期間は平成 23 年 8 月 19 日までとなり

ます。 

（後略） 

 

以上 



投資信託説明書（交付目論見書）
2010.12.22

マーケット・ニュートラル
追加型投信／海外／株式／特殊型（ロング・ショート型）

商　品　分　類 属　性　区　分

単位型・
追加型

投資対象
地域

投資対象資産
（収益の源泉） 補足分類

投資対象
資産 決算頻度 投資対象

地域 投資形態 為替ヘッジ 特殊型

追加型 海外 株式
特殊型
（ロング・
ショート型）

その他資産
（投資信託証券
（株式））

年2回 北米 ファミリー
ファンド

あり
（フルヘッジ）

ロング・
ショート型

上記の商品分類及び属性区分の定義については、下記社団法人投資信託協会のホームページでご覧頂けます。
<社団法人投資信託協会インターネットホームページアドレス  http://www/toushin.or.jp/>

本書は、金融商品取引法（昭和23年法律第25号）第13条の規定に基づく目論見書です。
この目論見書により行う「マーケット・ニュートラル」の募集については、委託会社は、金融商品取引法第５条の規定により
有価証券届出書を平成22年12月21日に関東財務局長に提出しており、平成22年12月22日にその届出の効力が生じて
います。
・  ファンドに関する金融商品取引法（昭和23年法律第25号）第15条第３項に規定する目論見書（以下「請求目論見書」
といいます。）は委託会社のインターネットホームページで閲覧、ダウンロードすることができます。また、本書には約款の主な
内容が含まれていますが、約款の全文は請求目論見書に掲載されています。
・  請求目論見書については販売会社にご請求いただければ当該販売会社を通じて交付いたします。なお、販売会社に請求
目論見書をご請求された場合は、その旨をご自身で記録しておくようにしてください。

・  ファンドの内容に関して重大な変更を行う場合には、投資信託及び投資法人に関する法律（昭和26年法律第198号）に
基づき事前に投資者の意向を確認いたします。

・  投資信託の財産は、信託法（平成18年法律第108号）に基づき受託会社において分別管理されています。

■委託会社＜ファンドの運用の指図を行う者＞
　ユナイテッド投信投資顧問株式会社
金融商品取引業者　関東財務局長（金商）第414号　設立年月日：1999年９月17日／資本金：11億5,500万円
運用する投資信託財産の合計純資産総額：815億5,571万円（2010年10月末現在）

■受託会社＜ファンドの財産の保管および管理を行う者＞
株式会社りそな銀行

＜照会先＞ユナイテッド投信投資顧問
インターネットホームページ：http://www.unitedinv.co.jp/

お客様デスク： 03-5542-7150 （受付時間 ： 委託会社の営業日の午前９時～午後５時まで）

ご購入に際しては、本書の内容を十分にお読みください。
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ユナイテッド米国株式マーケット・ニュートラル・マザーファンド（以下、「マザーファンド」といいます。）
への投資を通じて、主として米国株式に実質的に投資します。

・  投資対象とする米国株式は、原則として、米国株式市場におけるＳ＆Ｐ500株価指数構成銘柄とします。なお、マザー
ファンドの運用指図にかかる権限をアナリティック・インベスターズ・エルエルシー（米国。以下、「アナリティック社」と
いいます。）に委託します。

・  マーケット・ニュートラル戦略とは、魅力度の高い銘柄を買付け（買いポートフォリオの構築）、魅力度の低い
銘柄を借株し売り建てを行い（売りポートフォリオの構築）、買いポートフォリオと売りポートフォリオの投資金額・
業種配分を同じにする運用手法です。このため、収益の源泉は企業間格差のみに集約されます。

・  為替ヘッジ（フルヘッジ）を行うことにより為替変動リスクを回避し、安定的な収益確保を目指します。

マーケット・ニュートラル戦略により、株式市場の動向にかかわりなく、安定した運用収益の獲得を
目指します。

実質的に投資する外貨建資産に対して、為替ヘッジを行います。

＊上記は例示をもって理解を深めて頂くことを目的とした概念図であり、運用成果等を保証するものではありません。

（注）市況動向および資金動向などにより、上記のような運用が行えない場合があります。

  ファンドの目的
米国株式を実質的な投資対象として、個別銘柄の買いポートフォリオと売りポートフォリオを組み合わせた
マーケット・ニュートラル戦略により、信託財産の長期成長を目指して、積極的な運用を行います。

  ファンドの特色

1

2

3

「買い」および「売り」それぞれのポートフォリオが保有する銘柄の株価の差（企業間格差）が、収益の源泉と
なります。

収益の源泉 買いポートフォリオの
保有銘柄の株価

売りポートフォリオの
保有銘柄の株価＝ －

各業種毎に企業間格差を追求します。

上昇相場

買いポートフォリオの
保有銘柄の株価

売りポートフォリオの
保有銘柄の株価

この差が収益の源泉（企業間格差）

下降相場

買いポートフォリオの
保有銘柄の株価

売りポートフォリオの
保有銘柄の株価

この差が収益の源泉（企業間格差）

収益の源泉

売りポートフォリオよりも、より魅力度の高い銘柄を買いポートフォリオに組入れることで、
上昇・下落相場にかかわらず、安定的な収益の獲得を狙います。

収益の源泉＝銘柄間の魅力度の差＝企業間格差



ファンドの目的・特色
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アナリティック社独自の計量モデルで算出した期待収益率をもとに、魅力度の高い銘柄を買いポートフォリオに
組入れ、魅力度の低い銘柄を売りポートフォリオに組入れます。この時、買いポートフォリオに組入れた銘柄の
収益率が売りポートフォリオに組入れた銘柄の収益率を上回ることを目標とします。

ポートフォリオ全体として市場動向の影響を排除するために、両ポートフォリオの主要特性を中立化するよう以下の
制限をかけて最適化を行います。
最適化を行うことにより、買いポートフォリオと売りポートフォリオの収益格差が、銘柄独自の要因から由来するように
収益の源泉を限定します。銘柄間の相対格差のみに注目することによって、より確実な収益の獲得を目指します。
なお、個別銘柄の組入比率は最大３％程度に制限します。

＜中立化のためのリスク制限＞
①業種配分ニュートラル
買いポートフォリオと売りポートフォリオのセクター配分をほぼ
同じ
②時価総額ニュートラル
買いポートフォリオと売りポートフォリオの保有銘柄の時価
総額分布をほぼ同じ

③βニュートラル
買いポートフォリオと売りポートフォリオのベータ値をほぼ同じ
・β（ベータ）値とは
ポートフォリオ全体の値動きが、証券市場全体のそれに
対してどの程度反応し変動するかを示す数値です。例えば、
ポートフォリオのベータ値が1.5という状況は、証券市場が
10％上昇（あるいは下落）した場合はポートフォリオ全体は
15％上昇（あるいは下落）することを示しています。

④投資金額ニュートラル
買いポートフォリオと売りポートフォリオの投資金額がほぼ
同額

運用プロセス

ユニバース
S&P500銘柄

買いポートフォリオ
売りポートフォリオ

の構築
銘柄評価 最適化モデル

リスク管理
制約条件

銘柄評価

独自の計量モデル 70以上の価格形成要因（ファクター）により個別銘柄を分析

流動性
時価総額
株価水準
売買取引

リスク
ベータ
標準偏差
負債比率

バリュー

株価収益率
株価純資産倍率

グロース

利益率
利益成長率

モメンタム

過去1ヶ月リターン
過去12ヶ月リターン

独自の計量モデル

各銘柄の魅力度を評価

リスク管理

それぞれのポートフォリオの投資金額・業種配分を同じにすることで、
市場動向の影響を排除し、収益の源泉を魅力度の高い銘柄と低い
銘柄の企業間格差に集約し、安定した収益の獲得を狙います。

買い
ポートフォリオ

売り
ポートフォリオ

（注）為替変動リスクを極力排除
するため、為替はフルヘッジ
いたします。

ポートフォリオ全体で200～300銘柄程度に分散
個別銘柄の組入れ比率は最大3%程度に制限

ポートフォリオの主要特性を
中立化

同じ投資金額
同じ業種配分
など

各銘柄の魅力度を評価
魅力度の
高い銘柄

魅力度の
低い銘柄

運用プロセスおよび投資銘柄評価

リスク管理

（注）市況動向および資金動向などにより、上記のような運用が行えない場合があります。
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  参考
マザーファンド（ユナイテッド米国株式マーケット･ニュートラル・マザーファンド）の運用体制

当ファンドが主要投資対象とする「ユナイテッド米国株式マーケット･ニュートラル・マザーファンド」において、委託会社
から運用の指図に関する権限の委託を受け、アナリティック社が以下の体制において信託財産の運用の指図に
ついて意思決定を行います。

個別銘柄の1ヶ月後の期待超過収益率、リスク制約条件、予想取引コストを入力し、ポートフォリオの最適化を
図ります。

個別銘柄の期待超過収益率および推定リスク

●リスク中立化項目

●その他制約条件
ポートフォリオ全体のリスク：４％以下程度に抑制
個別銘柄の最大投資比率：３％以内に制限
銘柄数：200～300銘柄程度
取引コスト

●買い・売りポートフォリオを同時構築

●日次モニタリング
ポートフォリオ全体の特性について日次モニタリングを実施
期待超過収益率、推定リスク、ポートフォリオの中立化項目

●月次リバランス
ポートフォリオ再構築の頻度は通常は月１回程度
売買回転率は年間３回転以下

最適化

ポートフォリオ構築

ポートフォリオの常時モニタリング

ポートフォリオが運用目標水準
から大きく乖離

ファクターエクスポージャー
データの更新

Yes

No

アナリティック社の運用体制

（注）市況動向および資金動向などにより、上記のような運用が行えない場合があります。











手続・手数料等
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  ファンドの費用・税金

投資者が直接的に負担する費用

購 入 時 手 数 料 ありません。

信託財産留保額 ありません。

投資者が信託財産で間接的に負担する費用

運 用 管 理 費 用
（ 信 託 報 酬 ）

＜信託報酬＞
ファンドの純資産総額に年1.575％（税抜　年1.50％）の率を乗じて得た額とします。
運用管理費用は、毎計算期間終了日または信託終了のときに、信託財産から支払わ
れます。

当ファンドの運用管理費用
（信託報酬）（年率） 年 1.575％　（税抜  年 1.50％）

配分
委託会社 年 0.630％※ （税抜  年 0.60％）
販売会社 年 0.840％  （税抜  年 0.80％）
受託会社 年 0.105％  （税抜  年 0.10％）

※ マザーファンドの運用に関する権限の委託を受けた者に対する報酬は、ファンド
から委託会社が受ける報酬の中から支払われます。

（ 実 績 報 酬 ）
当ファンドの計算期間を通じて毎日の基準価額が、一定の目標水準（以下「目標基準
価額」といいます。）を上回った基準価額となった場合、当該目標基準価額を超える基準
価額の超過部分の31.5％（税抜30.0％）を実績報酬として申し受けます。

その他の費用・
手 数 料

ファンドに関する有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料および外国での
資産の保管等に要する諸費用等、監査費用、印刷費用、郵送費用等を信託財産で
ご負担いただきます。
※ これらの費用等は、運用状況等により変動するため、料率、上限率等をあらかじめ
表示することが出来ません。

※当該手数料等の合計額については、保有期間や運用状況等に応じて異なるため、あらかじめ表示することができません。

税金は表に記載の時期に適用されます。
以下の表は個人投資者の源泉徴収時の税率であり、課税方法等により異なる場合があります。

時　　期 項　　目 税　　金

分配時 所得税および地方税 配当所得として課税
普通分配金に対して10％

換金（解約）時および償還時 所得税および地方税 譲渡所得として課税
換金（解約）時および償還時の差益（譲渡益）に対して10％

※上記は平成22年10月31日現在のものですので、税法が改正された場合等には、税率等が変更される場合があります。
※法人の場合は上記とは異なります。
※税金の取扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。 

◆ファンドの費用

◆税金
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